
                              議案第２８号  

 

       鹿 沼 市 都 市 公 園 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て         

 

 次のように改める。 

  令和５年２月２１日提出  

                     鹿沼市長 佐 藤  信      

 

 

 

 

 

   鹿沼市都市公園条例の一部を改正する条例  

 鹿沼市都市公園条例（昭和４５年鹿沼市条例第３４号）の一部を次のように改正

する。 

 別表第１地区の部児子沼公園の項及び同表近隣の部台の原公園の項中「、テニス

コート」を削る。 

 別表第２公園有料施設の表児子沼公園の項を削り、同表台の原公園の項を次のよ

うに改める。 

台の原公園 野球場 

 別表第３の２の(2)体育施設の表児子沼公園の部を削り、同表台の原公園の部を

次のように改める。 

台 の 原

公園 

野球場 １面 午前８：００～午前１０：００ ２,０００ 

午前１０：３０～午後０：３０ ２,０００ 

午後１：００～午後３：００ ２,０００ 

午後３：３０～午後５：３０ ２,０００ 

午後６：００～午後７：００ １,０００ 

午後７：００～午後８：００ １,０００ 

午後８：００～午後９：００ １,０００ 

午前８：００～午後５：３０ ８,０００ 

照 明 施

設 

１時間 
１,０００ 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 


